
建物の使用を開始する日の7日前までに、次の区分により届出が必要となります。
 ・大規模な建物 → 消防本部 
 ・それ以外の一般的な建物（小規模な店舗や事務所）→建物を管轄する消防署・出張所
ただし、内装工事などで消防用設備（感知器やスプリンクラー等）の変更があった場合は、
設備の検査とセットで行う必要があるため、建物の規模に関わらずすべて消防本部での受付
となります。
ご自身の建物がどちらに該当するか不明な場合は、消防本部までお問い合わせください。




